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平成３１年度第１回庁議 会議録 

 

［日 時］平成３１年４月８日（月）１３時～１４時３２分 

 

［場 所］庁舎応接会議室 

 

［出席者］市長、教育長、参与及び各部局長 

      

 

［会次第］ 

 １ 市長あいさつ 

 ２ 議  題 

（１）平成３１年度部局執行方針について（各部局） 

（２）平成３１年度予算執行方針（案）について（企画部） 

 ３ 協議事項 

 （１）新居浜市地域コミュニティ支援員制度の実施について（市民部） 

 ４ 連絡事項 

  （なし） 

 

１ 市長あいさつ 

４月の人事異動により、新たなメンバー構成での初めての庁議となるが、「庁議は新

居浜市の最高の意思決定機関である。」ということを常に認識して、この会議に臨んで

いただきたい。 

本日の議題には、平成３１年度に部局として重点的に取り組む項目などを明記した

「部局執行方針」があがっているが、２月市議会で私が申し上げた平成３１年度施政

方針の着実な実現に向け、各部局長が大いに指導力を発揮し、部局、課所の職員が一

丸となって事業の推進に取り組んでいただきたい。 

 本日の庁議では、「平成３１年度部局執行方針について」各部局から主要重要事業等

について説明していただく。 

 次に企画部から「平成３１年度予算執行方針（案）」について、重要ポイントを説明

していただき、その後「新居浜市地域コミュニティ支援制度の実施について」協議し

ていただく。 

 本日の庁議は１４時３０分に終了する。 

 

 



2 

 

２ 議題 

（１）平成３１年度部局執行方針について（各部局） 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議事に入る。 

 まず、「平成３１年度部局執行方針について」、各部局より説明 

をお願いする。 

説明については、今年度の各部局の執行方針と重点的に対応す

るものなど、項目を絞って簡潔に説明いただき、この庁議で重要

事業及び懸案事項の追加・廃止の決定を行う。 

長くなるので、３部局ずつお願いしたい。 

 

企画部は、各部局間における総合調整を図り、「第五次長期総合

計画（後期計画）」及び「新居浜市総合戦略」を着実に推進すると

ともに、次期「総合戦略」及び「第六次新居浜市長期総合計画」

の策定に向けて準備を進める。 

また、行政改革大綱２０１６に基づく行政改革を進め、さらに

Hello！NEW プロジェクトの取組を推進し、市民が愛着を抱き、誇

りを感じるまちづくりを進めていく。 

執行方針の項目数は、全部で１５項目で、重要事業、懸案事項

８件、うち継続項目６件、新規項目１件、事業完了に伴う廃止項

目１件があるが、主要事業６項目について説明する。 

まず、「瀬戸・寿上水道問題」については、３月２７日、瀬戸・

寿上水道組合と市上水道との統合に向けた確認書を締結すること

ができたことから、今後、９月末までの協定書の締結、統合に向

け、地元説明会等を実施する。 

次に、「第六次長期総合計画の策定」については、新規項目とし

て、現第五次長期総合計画の検証を行うとともにSDGs の理念を組

み入れながら、令和２年度の策定に向け、庁内及び市民の皆様と

取組を進めていく。 

次に、「近代化産業遺産の保存活用の充実」については、旧端出

場水力発電所について、引き続き、耐震補強等の工事を行う。ま

た、３月に住友金属鉱山・住友化学から寄贈された社宅について、

保存活用・管理体制の具体化を図るほか、登録有形文化財につい

て文化庁・愛媛県との協議を進める。 

次に、「新居浜市総合戦略の着実な推進」については、計画期間

の最終年を迎えることから、計画の総仕上げを行う一方で、次期

総合戦略の策定に向け、戦略全体構成や取り組む事業内容、ＫＰ
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総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ（重要業績評価指標）等を協議していく。   

次に、「企業城下町版生涯活躍のまち基本構想の実現に向けた取

組の推進」については、旧若宮小学校の改修に係る基本計画の策

定及び基本設計、実施設計に取り組む。 

次に、「シティブランド戦略の着実な推進」については、３年目

のテーマである「市民とともにカタチにする」に向けて、引き続

き庁内プロジェクトを設置し、事業展開を図っていく。 

なお、「公共施設再配置計画の策定」は計画策定が完了したため

廃止するが、「公共施設再編計画の推進」において、具体的取組を

検討していく。 

 

総務部の執行方針の項目数は１２項目で、このうち５項目につ

いて説明する。 

まず、「人材育成の推進（人事マネジメントの見直し）」につい

て、人事マネジメントとは、職員の採用から研修、異動、昇任・

昇格、表彰等、人事諸制度を総合的に連携させていくものであり、

「人材の確保」、「人材の育成」、「人材の評価」をマネジメントの

３本柱と位置づけ、取り組んでいく。 

次に、「市庁舎等大規模修繕等の検討」について、昨年度、新

居浜市庁舎等大規模修繕等検討委員会を設置し、今後予定されて

いる消防庁舎の利活用及び大規模修繕について検討を行った。市

庁舎の大規模修繕等についても協議・検討を行い、本年度は、庁

舎大規模修繕に向けての詳細調査、修繕・更新費用の見積り、優

先度、年次保全計画について、「庁舎中長期保全計画」を策定す

る。 

 次に、「コンビニ収納科目の拡大」について、今年度からコン

ビニ収納科目を拡大し、納税者の利便性向上・納付機会の拡大を

図っていく。 

次に、「債権管理事務執行体制の確立」について、平成２８年

度から施行した新居浜市債権管理条例に基づいて適正な債権管理

および債権回収を遂行するため、早期着手に努めるとともに、債

権所管課に適切な助言・提言を行っていく。 

また、昨年度から施行した債権担当者ワーキングチームの活動

を本年度も継続し、定期的な研修会及び情報交換等を行うことに

より担当職員のスキルアップを行い、収納率の更なる向上に努め

る。 
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福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、「市史編さん基本方針の決定」について、平成３１年４

月１日に施行した「新居浜市史編さん審議会条例」の規定により、

市民・団体・企業等の代表者及び外部有識者等からなる審議会を

立ち上げ、市史編さん基本方針や刊行計画を調査・審議し、決定

する。その後は、その方針や計画に基づき、各分野の専門家で編

成する市史編集委員会及び専門部会による活動を進めていきたい

と考えている。 

 

福祉部は、「誰もが健康で、生きがいと安心感のある暮らしの実

現」をめざし、支援の必要な高齢者や障がい者、子ども、女性な

ど社会的弱者の課題に対応するとともに、特に、総合戦略の推進

を図るため、子育て支援の充実と健康長寿社会の実現に向けて取

り組む。 

執行方針の項目数は、全部で１０項目で、うち重要事業、懸案

事項の新規項目が２件、廃止項目が３件あるが、主要事業４項目

について説明する。 

まず、「生活困窮者自立相談支援事業の円滑な実施」については、

自立相談支援事業と住居確保給付金事業について社会福祉協議会

に窓口を設置し、相談者に寄り添った支援を行い、相談件数、支

援計画の作成件数ともに増加しており、事業を開始した平成２７

年度以降、徐々に浸透・定着してきていると考えるので、引き続

き、社会福祉協議会との連携を密にしながら、生活困窮者自立相

談支援事業の一層の充実を図っていく。 

次に、「地域包括ケアシステム構築に向けた各種事業の効率的推

進」については、高齢者が住みなれた地域で安心して生活を続け

られるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを連

携させた地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組んでいく。 

次に、「地方創生に向けた子育て支援の充実」については、現行

の中学３年生までの子ども医療費の無料化、第２子目以降の保育

料の負担軽減、第２子目以降の出生時に紙おむつの提供など、子

育て世帯の経済的負担の軽減に取り組んでいく。また、昨年度よ

り開始した、地域子育て支援拠点施設２か所での一時預かりを引

き続き実施し、保護者の負担軽減や通院、冠婚葬祭などの多様な

ニーズに柔軟に対応していく。さらに、昨年１０月に保健センタ

ー内に開設した子育て世代包括支援センターと子育て支援課のサ

テライトの連携強化を図り、妊娠期から子育て期にわたる切れ目
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市長 

 

市民部長 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

総務部長 

 

 

 

市長 

 

総合政策課長 

 

市長 

 

 

総合政策課長 

 

のない総合的な支援を実施する。 

最後に、「健康都市づくりの推進」については、健康寿命の延伸

をめざし、引き続き、「健康づくりポイント助成事業」の普及啓発、

「ウォーキングの普及」、がん検診の自己負担額無料化による受診

率の向上、食育推進事業などに取り組むほか、健康診査や歯周病検

診の若い世代からの生活習慣病予防の推進など、引き続き健康長寿

社会の実現を目指して取り組む。なお、「健康づくりポイント助成

事業」については、ポイントの一元化を図り、利用者の満足度の向

上やまちの賑わいの創出を目的とした地域ポイント制度の導入に

向けて関係課との協議を進めていく。 

 

ここまでの３部局の説明で、何かご質問、ご意見はないか。 

 

総務部に関することになるが、この後、市民部から総合防災拠

点施設の完成に合わせた、危機管理体制の見直しや、消防から、

危機管理部局を含めた組織機構の関係が提出されるが、このこと

については複数の部局に関連した組織機構という話になると思う

が、そのことについては組織機構を担当する総務部で進めていた

だきたいがいかがか。 

 

私からも「組織機構の見直し」を懸案事項として項目に追加す

るよう述べようと思っていたがいかがか。 

 

定員管理と組織機構の見直し・改編というものは総務部の所管

事務であるため、総合防災拠点施設に合わせての見直しも必要と

なってくると思う。追加する。 

 

今回は、項目の追加・廃止の議論をするということでいいのか。 

 

そうである。 

 

管理表は重要・懸案事項のみか。施政方針については管理表を

作成しないのか。 

 

これまでは作っていない。 
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市長 

 

 

 

 

 

 

企画部長 

 

総合政策課長 

 

市長 

 

企画部長 

 

市長 

 

企画部長 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉部長 

 

 

市長 

 

 

福祉部長 

管理表を作成しなくても、昨年も報告してもらっている「重要

事業・懸案事項等進捗状況報告書」で報告してもらえたら良い。

今後は、重要・懸案事項のみならず、施政方針に〇が入っている

事項についても、「重要事業・懸案事項等進捗状況報告書」で報告

するようお願いしたい。また、その他についても、報告するよう

していただきたい。 

 

全項目の進捗状況を報告するということにする。 

 

進捗状況については、次回の庁議の議題とする予定である。 

 

「コミュニケーション型広報の推進」とはどういうことか。 

 

SNS 等を使って、対話型の広報をするということである。 

 

もう少しわかりやすい表現にならないか。「広報・広聴」等。 

 

「広報・広聴機能の強化」という表現に変更する。 

 

その中で、コミュニケーションや SNS 等含めた内容でお願いし

たい。 

 

総務部は「組織機構の見直し」を入れていただきたい。 

 

福祉部について、「東新学園の建て替え」が「廃止」となってい

るが、これについては、方針が決まったということであり、でき

るかできないか見えていない。今後も続けていかなくてはいけな

いのではないか。 

 

建て替え方針の決定については、庁内合意に至り、相手方との

協定まで至ったという事で「廃止」にした。 

 

国の支援がもらえるかどうかも分かっていないので、フォロー

しないといけないのではないか。 

 

そういう意味では、あと２年は計画として残していかなければ
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市長 

 

 

 

 

 

福祉部長 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

市民部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ならない。 

 

「金子保育園の改修」について、これは政策会議もしたが、金

子保育園のみではなく、保育園全体の見直しをしなければならな

いのではないか。改修は金子と垣生だったが、保育園全体をどう

するか見直しをして、その中で改修を考えなければならないので

はないか。 

 

保育園の改修計画については、当面、金子と垣生については、

耐震診断をした上でというものがある。特に金子については、老

朽化が激しいため、改修するにしても大規模な改修が必要になる

ため、「金子保育園の改修」と個別に入れたが、言われた通り、保

育園全体の見直しを項目にする。 

 

全体をどうするか、と言う中で、残すなら改修をしなければな

らない。そのような整理をお願いしたい。 

 

他になければ、次に、市民部、環境部、経済部よりお願いする。 

 

市民部では、「多様な地域主体が自立連携する協働型社会の実

現」を目指し、事業に取り組む。 

特に、今年度も引き続き地域コミュニティの再生を最重要課題

に位置付け、交付金事業の活用により、防災を中心とした地域コ

ミュニティの活性化を図るほか、今年設立された国際交流協会と

連携した国際化の推進、婚活支援のための縁結びサポート事業、

今年開設したおくやみコーナーの充実などによる窓口市民満足度

の向上、防災・減災に向けた単位自治会レベルの自主防災組織結

成、総合防災拠点施設の完成に合わせた危機管理体制の確立に取

り組む。 

執行方針の項目数は、全部で１４項目あり、そのうち重要事業、

懸案事項の廃止項目が１件あるが、主要事業４項目について説明

する。 

まず、「地域コミュニティの再生」については、地域コミュニテ

ィ再生事業交付金の有効活用については、実施事業採択の段階で

十分に精査を行い、防災を必須とする地域課題の解決に向けた事

業への支援を図るほか、地域コミュニティの再生に向け、協議会
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環境部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型地域運営組織や公民館との連携のあり方などについて検討を進

めていく。 

次に、「国際化の推進」については、今年４月１日に「新居浜市

国際交流センター」を開設し、新居浜市国際交流協会の事務局を

置くとともに、外国人相談窓口を開設し、外国人の生活支援と地

域の国際化の諸事業を進めていく。 

次に、「縁結びサポート事業」については、出会いの場をより増

やすため、出会い交流イベントを年４回開催し、「愛結び」と共に

成立したカップルについては、引き続き結婚サポーターによる交

際フォローの支援を行うとともに、広報や企業訪問等によりカッ

プル数、成婚者数の増加を図っていく。 

 次に、「単位自治会レベルの自主防災組織結成促進」については、 

単位自治会レベルの自主防災組織結成率は、平成３０年度末で 

５６パーセントとなっており、新たに地域の防災活動を支援する

ため、防災フォーラムの開催やワークショップ等の取組みにより

地区防災計画を作成するなど、自主防災組織の活性化を図ること

により、新たな自主防災組織結成につなげていく。 

なお、「防犯カメラの設置等による犯罪防止活動の推進」につい

ては、今年度も新居浜地区防犯協会への助成により継続実施する

が、事業としては定着したことから、重要・懸案事項からは廃止

したいと考えている。 

 

環境部は、平成３０年度に中間見直しを行った「新居浜市環境

基本計画」を踏まえ、本年度市の事業事務に伴い排出される温室

効果ガスの削減を目的とした「新居浜市地球温暖化対策率先行動

計画（エコアクションプランにいはま）」第４期見直しを行うとと

もに「新居浜市地球温暖化対策活動宣言２０１６」などに基づき、

生活環境や地球環境の保全、循環型社会の形成に向けた取り組み

を進めていく。 

また、生活環境関連施設では、墓地・墓園の適正な管理を進め、

斎場大規模改修の実施、清掃センター及び衛生センターの維持管

理に努めながら、し尿・浄化槽汚泥の下水処理場での共同処理及

び最終処分場の延命化対策など、一般廃棄物の効率的な処理を進

めていくとともに、普通河川、一般下水路及び雨水排水ポンプ場

について、適正な管理に努めていく。 

環境部の執行方針は、全部で１０項目で、重要事業、懸案事項
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経済部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

が計５項目全て継続である。うち主要事業３項目について、説明

する。 

まず、「墓園・墓地の適正管理」について、平尾墓園については、

今年度から管理料再徴収を開始し４月末までに全使用者に対し制

度変更の通知を行うとともに、徴収にかかるシステム改修作業を

並行して行い、７月ごろの再徴収対象者約２,８００人に納入通知

を行い、下半期には未納者に対して督促等の収納対策を実施する

予定である。３墓地については、来年度からの使用者調査に向け、

調査方針、体制などの協議検討を進める。 

次に、「斎場大規模改修」について、火葬棟改修については、４ 

ヵ年の継続事業で現在実施設計を進めており、利用者へ配慮しな

がら順次工事に着手する。今年度は、８炉の内２炉を火葬数が増

加する冬季までに改修する予定である。待合棟等改修については、

既存建屋を活用した利用しやすい施設を目指し、今年度早期に改

修基本計画を策定し、庁内方針を決定する。平成３２年度から実

施・詳細設計を進め平成３２・３３年度に工事を実施し、火葬炉

棟との同時完成を目指す。 

最後に、「ごみの有料化の検討」について、家庭ごみ有料化につ

いては、現在、直接搬入ごみなど家庭ごみの一部有料化について

廃棄物減量等推進審議会への諮問を行っており、昨年度２回開催

したが、色々な意見が出され多岐にわたる議論がなされたことか

ら、今後十分に議論を深め、答申を得るべく、具体的な計画づく

りを進めていく。事業系ごみについては、昨年７月の料金改定以

降の事業系廃棄物の減量は、期待値を下回る結果となり、今後分

析・整理し、受け入れ品目の見直しも含め今後の段階的改定に向

け調査・検討を継続する。 

 

経済部では、新居浜市総合戦略に掲げる「住みたい、住み続け

たい、あかがねのまち」の実現を目指し、基本目標１「新たな雇

用の創出と地元産業の振興」のため、ものづくり産業の振興、新

産業の創出と創業支援、住友各社との連携強化、企業誘致の促進

などの施策を展開していく。さらに、基本目標２「定住人口・交

流人口の拡大」のため、観光振興による交流人口の拡大、また、

Ｕターン促進や女性が活躍できる雇用環境整備等による定住人口

の拡大に取り組む。 

また、４月２０日から開幕する「えひめさんさん物語」の成功
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市長 

 

副市長 

 

 

に向け、愛媛県、西条市、四国中央市と連携を密にし、事業推進

に全庁的に取り組む。 

経済部の執行方針の項目数は、全部で１５項目で、主要事業５

項目について説明する。 

 まず、「企業誘致及び企業留置の推進」については、今年度、多

喜浜工業用地内の旧ドッグパーク（約２,８００㎡）の整備と分譲

を行う。また、民間未利用地情報の収集に努めるとともに、特に

産業居住地区への民間企業の立地の促進を図るほか、次期工業用

地についても調査研究を進め、早期に候補地を決定し、開発に取

りかかれるよう準備を進めていく。 

 次に、「商店街の活性化」については、商店街連盟において「銅

夢にいはま」での食市場化に向けた計画書が３月に完成した。現

在、事業計画、資金計画の課題の整理や対応等を検証していると

ころであり、できるだけ早期に食市場化の可否について決定する。 

次に、「旧別子観光センター跡地整備事業」については、昨年市

の提案に対し、「別子山の未来を考える会」から施設整備に係る要

望を受けたが、別子山地域が主体的に運営していくには、収支面

や人材確保の問題から実現可能性が低いため、施設機能を整理し

た上で、再度「別子山の未来を考える会」において、整備施設の

種類、規模、整備時期等について、実現可能な案を提示し協議を

進めていく。 

次に、「観光宣伝の充実」については、今年度開催される「えひ

めさんさん物語」の成功に向け、事業推進に全庁的に取り組む。特

に、チャレンジプログラムについては、担当課を決めさせていただ

いたが、次年度以降も継続的に取り組みができるよう支援を行って

いく。 

最後に、「別子山支所の移転」については、今年度、詳細設計を

行い、早期に改修工事を実施できるよう条件整備を進めるほか、

組織機構の見直しに合わせ、支所機能について関係課所と協議し

ていく。 

 

ここまでの３部局の説明で、何かご質問、ご意見はないか。 

 

環境部の「し尿及び浄化槽汚泥の汚水処理施設共同整備事業」

で衛生センターの跡地利用についても、３１年度に方針を出して

いかなければならない。また、建設部の東田市営住宅の跡地利用
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環境部長 

 

 

 

 

建設部長 

 

 

副市長 

 

市長 

 

 

 

 

市民部長 

 

市長 

 

経済部長 

 

市長 

 

 

 

経済部長 

 

市長 

 

 

建設部長 

 

等もあり、この辺りは公共施設再編計画の中で庁内議論を十分し

ていただきたい。企画部の公共施設再編計画の中にもこの項目を

入れておいていただきたい。 

 

衛生センターの跡地利用については、昨年度全庁的に庶務担当

会議で意見を伺った。ただ、跡地利用について、どのように進め

たらよいのか、環境部としても苦慮しているところもあるため、

そうしていただきたい。 

 

建設部も東田の跡地の件があるので、企画部でやってもらいた

い。 

 

早く議論を始める必要があるのでお願いしたい。 

 

企画でお願いする。 

 

市民部の「国際交流協会の設立」は終わったが、その事業進捗

等についてはフォローするということで残すのか。 

 

そうである。 

 

経済部の「雇用対策の充実」に、人材確保対策は入るのか。 

 

入れている。 

 

今は、「雇用対策」よりも「人材確保対策」の方が必要ではない

のか。それを含めた項目にしていただきたい。 

さんさん物語は「観光宣伝の充実」の中でやるのか。 

 

そうである。 

 

他になければ、次に、建設部、議会事務局、上下水道局よりお

願いする。 

 

建設部は、「人が集い、快適で利便性の高い都市の実現」に向け

て取り組む。将来的に、より一層の人口減少や、超高齢社会の進
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行が見込まれる中、２０３５年を目標年次とする『立地適正化計

画』を策定し、本年４月１日に公表した。医療･福祉施設、商業施

設や住居がまとまって立地し、公共交通などを利用して市民がア

クセスしやすい、コンパクトで魅力と活力あるまちづくりを目指

す。 

建設部の執行方針の項目数はその他を含み、全部で１５項目で、

うち重要事業、懸案事項の新規項目が２件、廃止項目が１件であ

るが、主要事業７項目について説明する。 

まず、「既存公園・緑地の再整備」については、公園長寿命化計

画に基づき、既存公園の遊具等の更新を行う。また、滝の宮公園

については、リニューアル基本計画に基づき、順次整備を行う。 

次に、「都市計画マスタープラン及び都市計画道路網の見直し」

については、まず都市計画マスタープランについては、昨年度実

施した都市計画基礎調査の結果に基づき、立地適正化計画や、策

定が予定されている第六次長期総合計画との整合を図った見直し

に着手し、２０２０年度末策定を目指す。 

また、都市計画道路網については、少子高齢化の進行、将来的

な人口減少の見通し、財政の逼迫などの社会経済情勢の変化を受

け、長期未着手路線などについて、新居浜市の道路網としての必

要性、実現性などを検証し、都市計画道路の変更や廃止の取り組

みを進める。 

次に、「湧水空間の整備」については、つづら淵、高柳泉、東田

泉、岡城館歴史公園湿地帯の４カ所について、それぞれ地元自治

会等の協力を得ながら整備を行う。 

次に、「地籍調査の推進」については、総合運動公園構想などの

先行調査として、光明寺地区に新規着手する。また、人口集中地

区の調査に向けて、川西地区の概況調査に着手する。地籍調査実

施済み地区のうち、県への認証遅延地区については、問題解決に

努め法務局への早期送付を目指す。 

 次に、「上部東西線の整備」については、平成３０年度より新規

着手した萩生から大生院までの未整備区間の早期開通をめざし、

２つの工区に分け、事業を推進する。 

次に、「公営住宅建替推進事業」については、平成２９年８月に

見直しを行った「公営住宅等長寿命化計画」に沿い、引き続き東

田団地の建替事業を推進する。なお、東田団地建替事業は平成３

６年度末の完了を目標とする。  
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上下水道局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「民間木造住宅の耐震化促進」については、近い将来発生

が予想されている南海地震等による被害軽減と、地震に対する市

民の防災対策意識の醸成を図ることを目的とし、平成１６年より

取り組んでいる「民間木造住宅の耐震化」について、従来のＰＲに

加えて、新たな周知方法を検討し、引き続き耐震診断、耐震改修の

重要性の啓発に努める。 

なお、「立地適正化計画の策定」については、完了したため「廃

止」とする。 

 

議会事務局は、「議会の活性化」の１項目について説明する。 

新居浜市議会基本条例に定める議会の活動原則に基づき、開か

れた議会を目指すとともに、政策立案機能の強化に努めるなど、

引き続き議会の活性化を図っていく。 

具体的な取り組みとして、常任委員会の在り方（常任委員会数

及び所管等）について、議会運営委員会等で検討を行い、議会の

審査機能の充実を図る。また、４年に１度の改選期を迎え、新た

な議会体制となることから、本会議、常任・特別委員会、その他

の会議の運営が公正・円滑・活発に行われるよう、事務局として

準備するとともに執行部との調整を行い、そのサポートに努める。

さらに、平成２８年度から各種団体とのフォーラム形式による意

見交換会について、過去の反省点を踏まえ、検証を行い、市民が

より身近に感じる意見交換会を引き続き実施する。また、市政だ

よりに掲載している「市議会だより」については、各議員ごとの

議決結果の賛否の公開や市民が議会に関心を持っていただける内

容の掲載に取り組む。 

 

上下水道局は、従来から公営企業として営まれてきた水道部門

と本年４月１日から、地方公営企業法を全部適用した公共下水道

部門とを担当している。 

上下水道局は、水道事業として、安心・安全で良質な水の安定

供給と水道事業の安定経営の継続、下水道事業として、効率的な

公共下水道施設の整備推進と人口普及率の向上に向けて取り組

む。 

上下水道局の執行方針は全部で１１項目、新規重要懸案事項が

１項目であるが、主要４項目について説明する。 

まず「瀬戸・寿上水道問題への取り組み」については、統合へ
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市長 

 

 

 

 

上下水道局長 

 

 

建設部長 

 

市長 

 

 

教育委員会事務

局長 

 

 

 

 

 

 

 

向けての確認書のとおり本年９月の統合に向けて組合水道委員会

との具体的な協議を進める。 

次に「水道事業経営戦略に基づく経営基盤強化策の検討」につ

いては、昨年度に策定した、「新居浜市水道事業経営戦略」に基づ

き平成３４年度に料金改定を必要とする投資・財政計画を基本と

して、水道事業の基盤強化を目指す。 

次に「水道施設の更新・耐震化補強・長寿命化整備促進」につ

いては、平成３１年度は滝の宮送水場の着水井を築造する。 

最後に「公共下水道事業（汚水施設）・浸水対策事業（雨水施設）」

については、公共下水道事業として第８期の区域を中心に整備推

進を図るとともに、施設の維持管理につきましては、平成３１年

度から保有施設全体を対象としたストックマネジメント計画の策

定に着手する。 

 

ここまでの３部局の説明で、何かご質問、ご意見はないか。 

 

建設部の「湧水空間の整備」で、図書館東側の泉は対象になら

ないのか。 

 

今までの検討の中では対象としていないが、このような事業を

始めているので、必要があればやってよいと思う。 

 

所有も含めて調査・検討する。 

 

他になければ、次に、教育委員会事務局、消防本部、出納室よ

りお願いする。 

 

教育委員会は、新居浜の子どもから高齢者まですべての市民が、

様々な教育活動を通じて、受益者であると同時に、当事者として

関わり、支え合いながら共に創りあげる新しい学びのまちづくり

を目指す。そのために、記載した４項目を柱として様々な事業に

取り組む。 

教育委員会の執行方針の項目数は、全部で２２項目で、うち重

要事業、懸案事項の新規項目が２件、廃止項目が１件あるが、主

要事業４項目について説明する。 

まず、「高齢者生きがい創造学園の運営の検討」については、昨
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消防長 

 

 

 

 

 

 

 

年度は、移転に係る個別案件に質疑が集中し、議論は進んでいな

い状況である。しかしながら、施設は老朽化に伴い安全性の懸念

が大きく、早急な運営方針の決定が必要となっており、今後も、

生涯学習としての役割に加え、高齢者の健康づくり、介護予防の

側面など、関係部局と連携しながら、今年度中に施設の方針決定

を行いたいと考えている。 

次に、「公民館の再生（公民館と自治会の融合）」については、

公民館を課題解決と住民自治を進めていく地域のまちづくり拠点

として機能させる具体的な方策を検討するため、昨年度は庁内の

関係課所との勉強会を開催して協議を進め、また、今後の公民館

のあり方について、社会教育委員会議に諮問し、継続して審議を

行っているところで、今年度も引き続き検討する。 

次に、「小中学生の学力向上」については、教育力向上推進監を

中心に、まずは子どもたちの学力の現状分析を行い、弱いところ

を補い、強いところを伸ばしていくような的確な対策を講じてい

きたいと考えている。 

次に、「文化センター整備方針の決定」については、大ホールが

ある本館は、築５６年を経過しており、目標耐用年数である６５

年まで、残り９年となっている。次期長期総合計画において、市

民文化センターの整備に係る、明確な位置づけが必要となること

から、平成３２年度までに、方針決定を行うこととしており 今

年度は、文化センターの今後の整備方針について、庁内での検討

委員会を設置し、各計画との整合性を図りながら、方向性につい

て協議を進めたいと考えている。 

なお、「文化振興計画の策定」については、昨年度に文化芸術振

興計画を策定したので、廃止する。今後は計画に基づき、市民の

目線に立った効果的な施策を推進する。 

 

消防本部は、火災等の各種災害から市民を守るため、第五次長

期総合計画に基づき、「防災・減災体制の強化」に向けた取り組み

を推進し、最重要事業である総合防災拠点施設の平成３１年度中

の供用開始に向け、建設整備を円滑に進め、「市民が安全・安心を

実感できるまちづくり」の実現を目指す。 

執行方針の項目数は、全部で６項目あり、すべて継続で、主要

な３項目について説明する。 

まず、「総合的な防災体制の強化」については、近年、複雑多様
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出納室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化・大規模化する火災をはじめとする各種災害に初動体制から適

切に対応するため、現在建設中の総合防災拠点施設の供用開始に

併せて、危機管理機能の充実強化を含めた組織機構の見直しを行

うとともに、必要な人員について条例改正を含めた協議を進めて

いく。また、全国的にも増加傾向にある救急出動件数に対応する

ためには、さらなる救急体制の強化が必要となることから、国か

ら示された消防力の整備指針に基づく、救急自動車の１台の新規

整備を行うとともに、消防施設の改修保全、消防車両及び消防資

機材等の更新整備を行い、消防職・団員の人材育成に努め、消防

団員の市民指導員などによる地域に密着した指導体制を継続し、

地域防災力の向上を図りながら総合的な防災体制の強化に取り組

む。 

次に、「消防団の活性化」については、引き続き、消防団活性化

検討委員会などにおいて、消防団のかかえる諸問題を協議すると

ともに、消防団資機材の計画的な更新整備と分団詰所の耐震補強

工事及び環境改善を図るための改修工事を実施する。また、消防

団員の確保については、大規模消防団員を含めた機能別消防団制

度の導入を具体的に進めるとともに、未来の消防団促進事業の実

施及び消防団協力事業所への加入促進に引き続き取り組み、消防

団員の充足率を向上し、地域防災の要である消防団の活性化を図

る。 

次に「防災拠点施設の建設」については、基礎工事において地

下水の排水対策の影響が出たため、予定より約３か月の遅れとな

っているが、引き続き関係部局及び施工業者等と連携を密に図り

ながら、円滑な施工に努め、平成３１年度中の供用開始を目指す。 

 

 出納室は、「厳正かつ効率的な会計事務」を確実に執行するため、

現金及び物品の出納・保管並びに支払証憑作成等の会計事務につ

いて、出納員・会計職員に対して随時指導する。執行方針の項目

数は、全部で２項目で、うち重要事業・懸案事項の新規項目１件

について説明する。 

 「備品管理の適正性の維持・強化」について、備品管理の適正

については、平成２５年に定期監査の指摘を受け、各課所に周知

徹底した。しかしながら、その後５年が経過し、その認識が全庁

的に薄くなってきているのではないかという指摘があった。その

ため、毎年、対象課所をサンプル抽出し、現物と台帳との照合を
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市長 

 

 

 

 

教育委員会事務

局長 

 

市長 

 

 

教育委員会事務

局長 

 

市長 

 

 

消防長 

 

 

 

 

監査委員事務局

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施し、チェック体制の整備と牽制機能の強化を図る。 

 

ここまでの３部局の説明で、何かご質問、ご意見はないか。 

 

 教育委員会の「学校給食多子世帯支援事業の推進」について、

もう終わっているのではないか。 

 

 事業は実施済のため、廃止することとする。 

 

  

「小中学生の学力の向上」とあるが、体力の向上は入れなくて

いいのか。 

 

 体力の向上も追加する。 

 

 

 消防の定数改正は「総合的な防災体制の強化」に含まれている

か。 

 

 含まれている。 

 

他になければ、最後に、監査委員事務局、農業委員会事務局、

港務局事務局、選挙管理員会事務局よりお願いする。 

 

監査委員事務局の執行方針は２項目で、うち重要事業、懸案事

項の新規項目が１件ある。 

毎年施行することが法的に義務付けられている財務監査と、監

査委員が必要に応じて施行する事務監査等については、すでに庁

議でも説明しているので、省き、新政策の「新居浜市監査基準の

策定」について説明する。  

平成２９年６月に公布された改正地方自治法（法律第５４号）

により、平成３２年（令和２年）４月１日から、各地方公共団体

の監査委員は、監査等の適切かつ有効な実施を図るための基準を

定めることとされている。本年３月２９日付けで総務省から「監

査基準について総務大臣が示す指針の策定について」通知があっ

たので、今年度中に監査基準を策定し、来年４月１日に公表する
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農業委員会事務

局長 

 

 

 

 

 

 

目途はついたが、この監査基準は、各地方公共団体の内部統制体

制の整備状況により、その内容が変わる。内部統制体制の整備に

ついては、昨年８月の庁議において説明・提言をしたが、改めて

簡単に説明する。 

 総務省所管の「地方公共団体における内部統制・監査に関する

研究会」が、昨年７月に公表した地方公共団体における内部統制

制度の導入・実施ガイドライン（たたき台）によると、地方公共

団体における内部統制とは「住民の福祉の増進を図ることを基本

とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務

を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務

上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、

事務の適正な執行を確保することであると考えられる。」とし、内

部統制体制の整備とは「内部統制に関する方針に基づき、全庁的

な体制を整備しつつ、組織内の全ての部署において、リスクに対

応するために規則・規程・マニュアル等を策定し、それらを実際

の業務に適用することをいう。」としている。現在のところ、内部

統制に関する方針を定め、必要な体制整備を法的に義務付けられ

ているのは、都道府県及び政令市のみであるが、自治法の改正時

に衆参両院の総務委員会から、指定都市以外の市町村においても、

内部統制に関する方針を策定し、体制の整備を求める附帯決議が

されているため、今後も政令市以外の市町村に対し、国からの指

導等が予想される。また、内部統制体制が未整備の団体について

は、「監査委員が内部統制を確認することを通じて、長部局に対し

て内部統制体制の整備を促していく」というのが国の方針のよう

であるが、その具体的な手法等については明らかにされていない。 

今後、国・県・近隣市からの情報収集に努め、総務部（総務課）

との情報交換、協議を進めたい。 

 

農業委員会事務局は、地域における貴重な資源である農地を守 

り、農地の利用最適化を図るため、農業委員及び農地利用最適化推

進委員を中心に関係機関・団体の協力を得ながら農業・農家の利益

代表機関としての取り組みを適切かつ積極的に進めていく。 

加えて、持続可能な農業を実現するため、改正農地法の適正か

つ効果的な運用に努めるとともに、農地中間管理機構等と連携し

て「人・農地プラン」に基づく農地の有効利用を促進し、併せて

担い手の育成と経営安定等に取り組む。  
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港務局事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執行方針の項目数は、全部で５項目で、うち主要事業３項目に

ついて説明する。 

まず、「農地法関係の適正な運用」について、農地は、食料の生

産基盤であり、自然災害を未然に防ぐなど地域の財産として市民生

活の「安全と安心」に寄与している。このことは、農地法を遵守し、

優良農地の確保と計画的な土地利用を図り、秩序が守られた結果に

おいて機能するものであることから、「農地転用の業務」や「農地

の権利移動」の適正かつ的確な執行に努めるとともに、行動する農

業委員会として、日頃からの農地パトロールの実施や、耕作放棄地

の追跡調査を実施することにより、新たな耕作放棄地、無断転用の

未然防止を図り、農地としての利用促進に結びつくよう努める。 

次に、「農地の利用集積及び優良農地の確保」については、認定

農業者等、本市の農業を支える適正な担い手への農地の流動化を促

進するため、農業関係団体等と連携して、「人・農地プラン」に基

づいた農地の利用調整活動に取り組む。 

最後に、「景観形成作物取り組み事業」については、遊休農地が

増加傾向にある中、遊休農地解消対策の一環として、現在、市内の

船木、宇高町、大生院の３か所の遊休農地で実施している。ポピー、

ひまわり、チューリップなどの景観形成作物の作付けを継続してい

くことにより、遊休農地所有者等への啓発を行うとともに、近隣住

民や園児、高齢者等が自然と触れ合う場としての活用を図り、農地

性の維持及び地域の景観保全に努める。 

 

港務局は、「産業と安心した市民生活を支える港湾」の実現に向

けて「物流の高度化・多様化への対応」と「持続可能な産業の発

展と災害に強いまちづくりを支える港湾の整備」を推進する。 

具体的には、物流のグローバル化、多様化に対応した公共ふ頭

の整備と時流にマッチした港湾計画への見直し、港湾・海岸保全

施設の適切な維持管理や長寿命化対策の実施、さらには、大規模

災害発生時における緊急支援物資等、港湾が果たさなければなら

ない機能が十分に発揮できるよう、施設の改修を進めるほか、大

江の内港地区における工業用地造成に向けた護岸工事の実施、マ

リーナが実施する工場夜景クルーズへの支援、クルーズ船の誘致

に努める。 

執行方針５項目のうち、重要事業、懸案事項の２項目及び施政

方針の１項目について説明する 
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選挙管理委員会

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

まず、「新居浜港港湾計画の見直し」については、海上輸送の質

及び量の変化への対応と、臨海部に集積した「ものづくり産業」

の国際競争力向上と持続的な成長に向けて、引き続き関係機関や

関連企業との協議・調整を進め、港湾計画改訂の方向性について、

検討を進める。 

また、老朽化が進行している最終処分場西側仮護岸については、

劣化の経過観測を行うとともに、国土交通省等の意見を聞きなが

ら、港湾計画の改定との整合を図りつつ対策工法の検討を行う。 

次に、「港湾施設の耐震補強」については、大規模地震対策とし

て、引き続き臨港道路垣生線の「太鼓大橋」の改修を実施し、「臨

港橋」を含めて２０２０年度の完成を目指す。 

次に、「コンテナクレーンの適正な運営」については、昨年１０

月の供用開始以降、荷役時間の短縮につながっており、引き続き

適正な運営に努め、物流機能の強化とコスト削減を図ることで、

港湾運送事業と「ものづくり産業」を支援する。 

 

選挙管理委員会事務局は、選挙事務の適正な管理執行の確実な

実行と、選挙啓発に取り組む。 

執行方針の項目数は、全部で４項目である。 

「愛媛県議会議員選挙の執行」及び「新居浜市議会議員選挙の

執行」については、昨日執行された愛媛県議会議員選挙について

は、各部局からの応援勤務をはじめ、選挙事務を担っていただい

た多数の職員の協力により、無事、終了することができた。引き

続き４月２１日執行予定の新居浜市議会選挙にも協力をいただ

き、適正な執行管理を行う。 

「参議院議員通常選挙の執行」については、７月２３日に任期

満了となる参議院議員通常選挙について、適正な管理執行を第一

に行う。 

 また、「投票率向上のための諸施策の検討」は、平成２８年に選

挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことにより、引き続き若

者の投票率向上のため、出前講座や模擬投票の実施など、一層の

選挙啓発に取り組んでいく。 

また、本市のニーズに合った投票環境向上に向けての取組につ

いて、今後も選挙管理委員会で引き続き検討を行っていく。 

 

ここまでの４部局の説明で、何かご質問、ご意見はないか。 
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 ないようであれば、平成３１年度の重要事業及び懸案事項の追

加又は廃止については、説明のとおり決定することでよいか。 

 （承認を得る。） 

 

 それでは、以上のように決定する。 

各部局の執行方針の説明を受けたが、各部局、進行管理を徹底

し、遺漏のない対応をお願いする。 

冒頭でも言ったが、私の今年度の目指すべきものは、２月議会

で述べた施政方針である。この施政方針も含め、先ほど説明のあ

った部局ごとの執行方針など、管理職員が先頭に立って、これら

の内容の周知、情報共有を図っていただくようお願いする。 

 

（２）平成３１年度予算執行方針（案）について（企画部） 

企画部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度の予算執行方針（案）については、平成３１年度

の予算執行方針（案）のポイントに沿って説明する。 

「平成３１年度予算執行方針（案）のポイント」の１「公共事

業等の早期執行」については、昨年度第２四半期の契約状況は横

ばいで、目標に掲げた８０％には及ばず、４３．９％にとどまっ

ている。主な原因は総合防災拠点施設、小・中学校空調整備工事

等、大規模工事が遅れたことに起因するが、事業の早期完成は、

市民サービスの向上に寄与し、地域経済に与える影響も多大であ

ることから、なお一層の計画的な執行を図り、早期発注・早期完

成に努めていただくようお願いする。 

また、これに関連して、２の「予算の繰越について」にあるよ

うに、特に過年度事業については最大限早期執行に取り組むこと

とし、予算の繰越はあくまでも例外措置であることを再度徹底

し、原則として、単独事業等については予算の繰り越しは認めな

いこととする。 

３の旅費については、予算査定の段階で可能と判断したものは

パック旅行の金額を予算の上限としているが、それ以外のものに

ついても、可能な限りパック旅行を利用し経費節減に努めていた

だきたい。 

また、使用料については、昨年の職員提案により導入された印

刷機がカラーコピーもできるので、チラシなど一定枚数以上のカ
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ラー印刷は原則こちらを利用するものとする。 

以上が平成３１年度予算執行方針の重点ポイントであるが、本

日の庁議で決定後、本文を掲示板に掲載するので、各部局内で周

知徹底をお願いする。 

 

 

３ 協議事項 

 （１）新居浜市地域コミュニティ支援員制度の実施について（市民部） 

市民部長  新居浜市地域コミュニティ支援員制度（案）について、市民部

より説明 

 

 

４ 連絡事項 

  なし 

 

５ その他 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

新たに原参与に就任していただいたが、参与の特命事項につい

て考えているものを連絡する。その件については相談していただ

きたい。 

 ・地方創生の取組・推進について 

 ・行政組織・定員の見直し・機構改革 

 ・えひめさんさん物語の円滑な実施 

 ・各部局間の事業調整 

 ・愛媛県市長会の事務 

今後、その都度特命事項があればお願いすることになる。部局

の範囲を超えて協議することがあれば、まず参与と協議をしてい

ただきたい。 

 情報の共有をお願いしたい。各部局間あるいは部局内の共有が

できていない。部局内はもちろんのこと、部局間での「ほうれん

そう」の徹底をお願いしたい。 

 本日の庁議は活発な議論ができた。今後も活発な議論をお願い

する。 

 最後に、職員のあいさつができていないという指摘がある。今

一度、あいさつの徹底をお願いしたい。 

他になければ、以上で平成３１年度第１回庁議を終わる。 

 


